
 

 

 【令和４年９月補正予算分】 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について 

 

１ 臨時交付金の概要 

(1) 臨時交付金の交付状況 

配分 
国の予算 島田市への 

配分額 
配分残額 

区分 予算額 算定根拠等 

これまでの

配分額 

Ｒ２第１次～ 

第３次補正 

４兆6,500億円 

(11.3兆円の内) 

地方単独事業 

国庫補助事業等 

の地方負担額 

（R2.4～ 

Ｒ3.12） 

事業者支援分 

1,688,702千円  

７次配分 Ｒ３第１次補正 
１兆円 

(6.8兆円の内) 
地方単独事業 396,431千円 169,571千円 

８次配分 

Ｒ３第１次補正 
2,000億円 

(6.8兆円の内) 
地方単独事業 88,509千円 88,509千円 

Ｒ４予備費 
6,000億円 

(0.8兆円の内) 

原油価格・物価

高騰対応分 
265,529千円 265,529千円 

９次配分 Ｒ３第１次補正 
3,000億円 

(6.8兆円の内) 

国庫補助事業等

の地方負担額 

（R4.1～3） 

23千円 23千円 

計 
６兆4,500億円 

(12.1兆円の内) 
 2,439,194千円 523,632千円 

 (2) 臨時交付金の対象事業及び交付条件等 

  ア 対象事業 

   (ｱ) ７次配分、８次配分（Ｒ３第１次補正分）及び９次配分 

    従来の地方単独事業を対象とした制度から変更ありません。 

    ①感染症に対応する事業（感染拡大防止策 、医療提供体制の整備） 

    ②感染症拡大の影響を受けている地域経済、住民生活の支援等事業 

   (ｲ) ８次配分（Ｒ４予備費） 

    ①原油価格や物価高騰に直面する生活困窮者等の負担軽減に資する支援事業 

    ②原油価格や物価高騰による影響を受ける事業者の負担軽減に資する支援事業 

イ 臨時交付金対象事業の条件 

   新型コロナウイルス感染症対策に関する国の３つの経済対策（令和２年４月 20 日、令

和２年 12 月８日、令和３年 11 月 19 日閣議決定）に沿った事業又は「コロナ禍における

「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」に沿った事業 

２ 臨時交付金の市予算への計上について 

 ７次配分、８次配分及び９次配分の臨時交付金全額を補正予算案として、市議会９月定例会

へ提案する予定。 

 (1) 対 象 事 業 数 25事業 

 (2) 事業費ベース 668,645千円 

 (3) 交付金ベース 523,632千円 

【令和４年８月３日 総務生活常任委員会】 

市長戦略部 戦略推進課 



総務生活常任委員会資料 

令和４年８月３日 

市長戦略部戦略推進課 

旧金谷中学校跡地活用事業の事業者募集の開始について 

 

旧金谷中学校跡地の活用について、広域的な交流人口の拡大、賑わいの創出を目標に、

新たな事業の実施に向け、公募型プロポーザル方式により事業者の募集を行います。 

 

１ 事業者募集の概要について 

 「旧金谷中学校跡地の活用に向けた基本計画」に沿って、旧金谷中学校跡地全体を対象

とした事業について、以下の条件で募集します。 

区 分 内 容 

募集事業 

計画地の全面を対象とした「旧金谷中学校跡地の活用に向けた基本

計画」に沿った事業 

 基本計画の目標  

 …広域的な交流人口の拡大、賑わいの創出 

 基本計画の方向性  

 …観光・交流や自然とアウトドア活動の場として、交流人口拡大 

と賑わい創出を図る拠点を整備 

 活用コンセプト 

 …食、茶、スポーツ、健康、学びなどをテーマとして人が集い、

楽しみ、憩うことができるオリジナリティある交流・賑わいの

拠点の整備 

事業手法 
市有地を民間事業者に貸し付け、民間事業者による拠点整備と維

持・管理、運営 

貸付面積 54,710.83 ㎡（公簿面積） 

契約の種類 事業用定期借地権設定契約 

賃貸借期間 10 年以上 50 年未満の範囲で、事業者が提案する期間 

月額貸付料 事業者が提案する額 （基準月額貸付料 770,000 円／月） 

保証金 
「基準月額貸付料」又は「提案した月額貸付料」の高い方の 12 か月

相当額 

貸付料の発生 
「事業者が提案する工事着手日」又は「実際の工事着手日」のいず

れか早い日 



その他 

ア 地域住民が利用する施設の確保 

・既存の避難地機能（2,100 ㎡、想定人数 1,008 人）を確保し、災

害時には施設の営業時間外においても利用できるようにすること 

・災害時の避難地として、避難者の動線に配慮すること 

イ 地域との円滑な環境の構築 

・島田市景観条例及び規則に基づき、地域環境から逸脱した奇抜な

施設デザインとはしないこと 

・地域環境に与える影響（騒音、日影、光害、風害、電波障害、振

動、臭気、景観、交通渋滞等）に十分配慮すること。 

・事業実施に当たっての事前説明など、地域住民等に対しては誠実

に対応し、円滑な環境の構築をすること 

開業期限 令和８年３月 31 日（予定） 

 

２ 募集スケジュール 

項  目 予定時期 

第１回旧金谷中学校跡地活用事業優秀提案

者選定委員会の開催 
令和４年７月 25 日 

基本計画（一部修正）、募集要項の公表 

【公募の開始】 
令和４年８月５日 

提案審査書類作成に対する個別質問 令和４年９月１日～10 月 31 日 

資格審査書類の申請受付 
令和４年 11 月 11 日～25 日 

（提案書類提出の 1 週間前まで） 

提案審査書類の申請受付 令和４年 11 月 18 日～12 月２日 

第２回旧金谷中学校跡地活用事業優秀提案

者選定委員会の開催 

提案審査及びヒアリング 

令和４年 12 月 13 日 

優先的交渉権者の決定・公表 令和４年 12 月～令和 5 年 1 月 

基本協定書の締結 令和５年１月～２月 

事業用定期借地権設定契約締結 令和５年６月頃 

 



総務生活常任委員会資料 

令和４年８月３日 

市長戦略部戦略推進課 

航空機を活用したシティプロモーション事業について 

 

株式会社フジドリームエアラインズとネーミングライツ契約を締結し、ティーグリーン

色の FDA８号機（JA08FJ）を「地球上でもっとも緑茶を愛する街、静岡県島田市」号と

命名します。 

 ポストコロナ社会に向けた市内経済の活性化や観光誘客を目的に、全国の方が島田市を

知り、また、関心を持っていただくため、航空機を活用したシティプロモーションを展開

します。 

  

１ ネーミングライツ事業の概要 

 (1) FDA８号機の機体へのロゴ掲出 

 (2) FDA８号機のヘッドレストカバー掲出 

(3) FDA８号機搭乗者のうち希望者に記念カード配布 

  (4) FDA８号機での機内アナウンス 

 (5) 機内誌（７月号、10 月号）での島田市の記事の掲載 

 (6) 静岡空港到着便の機内サービスにおいて、緑茶スイーツの提供（12 月頃を予定） 

 ※(1)～(4)は、令和５年３月 31 日まで実施予定 

 

２ 機体のお披露目式について 

・令和４年８月 10 日（水）に富士山静岡空港にて機体のお披露目式を行います。 

 ※お披露目式は空港の制限エリア内で行うため、見学はできません。 

・お披露目式後、FDA８号機は札幌（丘珠）行き（171）便として９時 30 分に出航し

ます。この便の搭乗者に島田市と㈱フジドリームエアラインズから記念品を贈呈しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機体へのロゴ掲出のイメージ 


